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現在のルールで、十分運用でき、改訂の必要はないと思う

将来的には、見直さなければならない部分が存在していると思う

既に、見直さなければならない事項もあり、検討を要する状況である

現在、改訂を前提に打合せ中である

分からない
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での負担軽減”、“責任の明確化”、“不適格工事等の現状復旧などのルール違反への対応”など、判

断基準の明確化、負担軽減、トラブル回避となるよう丁寧な記載が必要である。 

３．長期的な視点にたったルールの改訂が必要 

現在、国が住宅ストックの長期優良化のため推進している「長期優良住宅化リフォーム推進事業」で

は、“劣化対策”、“耐震性”、“維持管理・更新の容易性” 、“省エネルギー対策”、などの性能向上の

規準が定められているが、そのためには断熱改修や配管の更新など共用部分の改修が求められる。し

たがって、専有部分のみでなく共用部分の改修を促すようなリフォームルールが望ましい。 

リフォーム細則は、これまでにも築年数の経過によって内容の改訂が行われているが、今後も時代の

要請に応じられるよう柔軟に改訂していくことが必要である。 

【調査結果より一部抜粋】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  図１ 改訂の必要性について                    図２ 標準管理規約との関係 

 

 

これからは、マンションの計画的かつ適切な維持修繕・改修により、多様なニーズも持つ居住者の安

全・安心及び健康・快適な生活が実現でき、更には資産価値の維持・向上を達成して住み繋げるマンシ

ョンへ移行する時代となりつつある。 今回、数多くのフォーム細則等の実態調査ではマンション毎の諸

環境に応じた種々のルールが存在しているが、今後は管理組合・管理会社・工事会社・リフォーム流通

市場等の関係当事者による課題の共通認識をもって、新しい管理規約と細則の提案に繋がることを願う

ものである。 
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